
郵便入札について 

戸田市総務部管財入札課 

１ 郵便入札とは 
指定する日時までに郵便により入札書を提出する方法で行う入札です。そのため、開札会

場に足を運ぶ必要がありません。ただし、希望する場合は開札に立ち会うことができます。 
 
２ 対象案件 

郵便入札の対象とする案件については、当該案件の入札告示文又は指名通知書（以下「告
示文等」）において、郵便入札の対象である旨を記載します。なお、電子情報処理組織により
行う電子入札については、郵便入札の対象としません。 

 
３ 入札書の提出方法 

以下の手順により提出してください。（別紙１「封筒の記載例」参照） 
 

①内封筒の作成  ※１案件ごとに必ず１つ作成 
     ・「件名」、「開札日時」、「入札参加者名」を内封筒に記載する。 
     ・表に「入札書在中」と朱書きする。 
     ・内封筒に入札書を入れ、封をする。 

※入札書以外に告示文等で指定した必要書類がある場合は、必ず入札書と一緒に内封
筒に入れてください。なお、当該必要書類の提出がない場合や、入札書と当該必要書
類に記入した金額に相違がある場合等は、原則としてその入札は無効とします。 

※入札書（告示文等で指定した必要書類を含む。）の日付は書類作成日としてください。 
     ・封筒の糊付け箇所に割印を押印する。内封筒の割印については、代表者印、担当者印

を問わない。 
 

②外封筒の作成 （入札書を持参する場合には作成不要） 
※複数案件の内封筒を入れて送付が可能 

     ・宛名は以下のとおり記載する。 
〒３３５－８５８８ 
埼玉県戸田市上戸田１－１８－１ 
戸田市役所 総務部 管財入札課  宛 

     ・表に「入札書在中」と朱書きする。 
     ・入札参加者の住所、名称（法人名）を記載する。 
 

③提出方法 
     ・①の内封筒を②の外封筒に入れ封をし、一般書留、簡易書留、特定記録郵便、配達時

間帯指定郵便、レターパック又は持参のいずれかにより提出する。 
※上記以外の方法により提出された入札書は無効とします。 

・持参による提出の場合であっても、郵送による提出と期限は同じものとします。 
・郵便料等の費用は、入札結果にかかわらず、入札参加者の負担とします。 
・郵便事情を考慮し、余裕を持って発送してください。到達期限を過ぎて到達した入札書は
無効とし 、入札書が届かない場合は、理由を問わず辞退したものとみなします。 
・到達した入札書の書換え、引換え又は撤回は一切認めません。 
・市が受付した証明が残らない郵送方法により提出された入札書等の取扱いについては、
市は一切の責任を負わないものとします。（受付記録が残らない郵送方法により提出する
場合は、必要に応じて、入札書到着確認のご連絡をお願いします。） 
 

４ 入札の辞退 
入札を辞退する場合は、代表者印の押印のある入札辞退届の原本を提出してください。た

だし、入札書の到達後の辞退は一切認めません。なお、辞退届は、入札書の提出方法の他、
普通郵便による提出も可とします。 



 
５ 開札 

告示文等に記載された日時及び場所において実施します。開札への立会いを希望する場合
は、開札日時の５分前までに控室（場所は案件ごとに指定）に入室してください。開札時間にな
りましたら入札室へご案内いたします。 
なお、代理人が立ち会う場合は、委任状（別紙２）を持参し、入札室への入室後に提出してく

ださい。（委任状の日付は開札日としてください。） 
 
６ くじ引き 

最低価格の入札が２つ以上あるときは、以下のいずれかの方式により、くじ引きを実施しま
す。 
（1）くじ引きの対象者立会いのもと、指定した日時と場所において実施。（当日立会っていれ
ばその場で実施） 
（2）メールを使用し、対象者が指定する３桁の数字及びメールの到着順を用いて自動決定。 
 （2）の手順 
 ① メールによるくじ引きの案内を受けた対象者は、管財入札課へ任意の３桁の数字をメール 
 ② メールの到着が早い順に、対象者を ０、１、２ と付番する 
 ③ 対象者から送付された３桁の数字を全て足し、その数字を対象者数で割る 
 ④ ②により付番された番号と、③の計算式により発生した余りの数字が一致する 

対象者が落札とする 
例 業者 A 147  4/1 12：00 メール着   到着が 1番のため 「0」を付番 
業者 B 258  4/2 15：00 メール着   到着が 2番のため 「1」を付番 
147+258=405 
405÷2（対象者数）=202余り 1 
余りが 1のため「1」が付番されている業者 Bが落札 

 
なお、（1）の場合において、くじ引きの対象者がくじ引きに応じない場合には、当該入札事務

に関係のない職員が代わりにくじを引きます。 
また、メールによるくじ引きに対象者が応じない場合には、その対象者の数字を「９９９」とし、

メールの到着順は一番遅いものとします。応じない対象者が複数いる場合の、メールの到着
順は、応じない対象者内で法人名（株式会社等の法人格を除く）の５０音順とします。 

 
７ 再度入札 

予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者がいないときは、別途日時及び場所を定め、
再度入札を実施します。再度入札は１回限りとし、開札日時等の詳細は当該再度入札への参
加が可能な者に対し別途通知いたします。ただし、再度入札を郵便入札としない場合において
は、２回実施できるものとします。なお、初回の入札状況によっては、再度入札を実施しない場
合があります。 

 
８ 入札結果 

入札結果は、所定の方法により入札参加者にお知らせします。併せて、後日市のホームペ
ージにて公表いたします。 

 
９ 入札の延期・中止・取消しについて 

必要があるときは、入札について延期、中止又は取消しを行うことがあります。この場合は、
入札参加者に対し別途通知いたします。 

 
10 その他 

ここに記載のある事項以外の詳細につきましては、「戸田市郵便入札執行要綱」において確
認してください。 


